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11111111／／／／12121212～～～～25252525  女性に対する暴力をなくす運動 
問 :子育て・健康福祉課 子育て支援係 （内線１４２） 

人権課 人権男女共同参画係 (内線３４１) 

11111111月月月月  児童虐待防止推進月間 

「体罰等によらない子育て」を広げよう！ 
＼ みんなで子育てをささえる社会 ／ 

「体罰等によらない子育て」って？ 

 子育ては楽しいこともあるけど、大変なことも
いっぱい。「体罰によらない子育て」は、子どもを
わがまま放題にさせることではありません。子ども
が自分自身で人生を切り開いていけるように周りの
大人がサポートすることです。 

児童相談所での児童虐待相談対応件数(R3速報値) 

全国の児童相談所が相談対応した件数は、毎年増え続けてい
ます。R3年度の虐待のタイプ別では「心理的虐待」が12万
4722件と最も多く、「身体的虐待」が4万9238件、「育児放
棄」が3万1452件、「性的虐待」が2247件となっています。 

[件数：厚生労働省公表] 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
「体罰」はどうしてダメなの？ 

 子どもに対する暴力に関するニュースは連日報道
されています。子どもを叩いたり、どなったりする
ことは、心にも身体にも深刻な影響を及ぼす可能性
があることが科学的に明らかになっています。 
 「児童虐待防止法」では、親などによる子どもへ
の体罰は禁止されています。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

こんなときはどうする？ 

●急いでいるときに限って子どもはぐずる。 
 怒りたくなるけれど、子どもの気持ちを受け止
め、肯定的な言葉で伝えましょう。受け止めてもら
えることで、自分は大切にされていると感じること
ができます。  
●仕事でヘトヘト。家でもヘトヘト。 
 子どものいたずらに、つい怒りを 
ぶつけそうになるけれど、声を荒ら 
げず「ダメ」と伝えましょう。 
そして、いいことをしたら褒めま 
しょう。子どもの自信につながります。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

●子育て世代包括支援センター 

☎ 0930-56-0300 
［平    日   8:30〜17:00］ 

☎ 189 

●児童相談所直通ダイヤル 

［24時間365日］ 

●子育て支援センター（築上町児童館） 

☎ 0930-57-4300 
［⽉〜⼟  10:00〜17:00］ 

児童虐待防止 

オレンジリボン運動 

どうしていいかわからなくなったら… 

話を聞いて一緒に考えてくれる相談先があります。
小さな悩みや不安でも気軽に相談してください。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

児童の権利に関する条約(子どもの権利条約) 

 1989年の国連総会で採択された、18歳未満の子ども
の基本的人権を保障する国際条約です。 
 
●子どもは教育を受けることや遊ぶことが認められる 
●子どもは自由に考え、信じることが認められる 
●家庭環境に恵まれない子どもは、保護や援助が受けられる 
●子どもは、あらゆる差別や暴力、虐待などの不当な扱いか
ら守られる 

僕たちのため 

の法律があるよ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



11月 ● 児童虐待防止推進月間  11／12～25 ● 女性に対する暴力をなくす運動 

役場本庁 住民プラザ・築上町図書館に啓発コーナーを設置します！ 

パープルリボン・オレンジリボンをツリーに飾ってくださいね♪ 

∼ 切実な声を受け⽌めて ∼  性暴力を、なくそう。 

 望まない・同意のない性的な行為や発言は、全て「性暴力」です。 

福岡県の性犯罪の認知件数(R3確定値) 

一見すると、犯罪件数が減少しているように見えますが、性
犯罪の性質上、相談先や警察にも行けず、泣き寝入りしてい
る人が多くいます。件数にあがっていないものも含めると、
被害件数はもっと多くなると考えられます。 

[件数：警察庁犯罪統計] 

●全国一斉 
「女性の人権ホットライン」強化週間 

女性のさまざまな人権問題について相談 
に応じます。 

☎ 0570-070-810 

［期間］11111111⽉18181818日(金)〜24242424日(木) 
 18・21・22・24日8:30〜19:00  
 19・20・23日 10:00〜17:00 

●性暴力被害者支援センター・ふくおか 

☎ 092-409-8100 

［24時間365日］ 

●DV相談＋（プラス） 

☎ 0120-279-889 

［24時間365日］ 

どこに相談していいかわからないときは 

●配偶者暴力相談支援センター 

☎ 0930-23-2460 

［平 日 8:30〜17:15］ 

望まないものはすべて「性暴力」 

 本人が望まない性的な言動は全て「性暴力」にあ
たります。 
 性暴力は、自分の気持ちが尊重されず、自分の身
体に関することを自分で決める権利が否定される重
大な人権侵害です。 

「性暴力」の与える影響 

 性暴力は被害にあった人や周囲の人に⻑期間にわた
り深刻な影響を与えます。その結果、日常生活を送る
ことが困難になる場合もあります。 

こころ・・・・人が怖い、自分を責める 

からだ・・・・眠れない、食欲がない 

性の健康・・・性感染症、望まない妊娠 

二次的負担・・司法手続き、転居、通院 

 性暴力に関する誤った認識から、被害者が責めら
れ、さらに傷つけられることもあります。(二次被害) 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 

相談を受けたときは 

●被害を軽くみたり、疑ったりしないで 

被害者の今の気持ちを否定するようなことを言わな
いでください。 
●被害にあった人を責めないで 

問い詰めるような聞き方や言い方をしないでくださ
い。 
●本人の望まない行動をとらないで 

被害にあわれた人がどうしたいのかを丁寧に聞いて
あげてください。 
●性暴力からの回復には個人差があります 

⻑い⻑い時間がかかる場合も少なくありません。そ
の人のペースを見守ってください。 

・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 




